医療事業部会員の皆様へ
2026年6月吉日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療事業部長　遠藤　由紀子

特別食加算（嚥下調整食）対応研修会に関する現状報告とアンケート調査のお願いについて

日頃より広島県栄養士会の活動に対し、深いご理解と温かいご支援を寄せてくださり感謝申し上げます。
[bookmark: _Hlk230944081]さて、令和8年度診療報酬改定において特別食加算項目に嚥下調整食が追加されましたが、皆様の医療機関においても今後の対応に苦慮されているかと存じます。施設基準の責任者要件に係る「10時間以上の研修」の開催については、広島県栄養士会にもすでに数件の問い合わせがございました。
2026年5月9日（土）日本栄養士会諮問会議にて、当該研修における今後の展開についての指針が示されました（※下部に文章の一部を抜粋）。B研修においては広島県（若しくはブロック単位）での開催が示されており、医療事業部専門員会議にて，開催に向け前向きに検討し，日本栄養士会からの通知を待っている状況です。

広島県栄養士会医療事業部としましては，スムーズな研修会の開催に向けて，皆様のニーズ（参加の意思や施設ごとの予定人数など）をアンケート調査することにいたしました。日本栄養士会に登録されたメールアドレスに，6月中旬頃を目安にアンケートの案内をお送りしますので，ご協力の程よろしくお願い申し上げます。　
アンケート配布時期; ： 2026年6月中旬（予定）
配布方法 ： 広島県栄養士会医療事業部会員　
※日本栄養士会にメールアドレスの登録をし、「メールを受け取る」を選択している方が対象

2026年5月9日 日本栄養士会諮問会議の指針を一部抜粋
「日本栄養士会では、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の協力のもと「特別食加算（嚥下調整食）に係る研修（A・B研修）」を実施する。A研修（講義）およびB研修（演習・実習）により構成。
・A研修（講義：オンデマンド）6.5時間
・B研修（演習・実習：対面）6.5時間（事前・事後課題の時間は含めない）
B研修（演習・実習）に関しては、都道府県栄養士会もしくは中国四国ブロック単位で開催など検討。現在、研修開催のためのパッケージ整理を進めている段階であり、詳細は改めて説明予定。


～情報提供～
9月13日（月）医療事業部研修会については、準備期間が短く、別テーマで調整中です。
医療事業部として、毎年よい研修となるよう役員が調整しておりますが、いろいろなご意見をいただくことで皆様の要望にお応えしたいと考えています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
